
＜労働保険事務組合だより＞＜労働保険事務組合だより＞＜労働保険事務組合だより＞＜労働保険事務組合だより＞    随時加入可随時加入可随時加入可随時加入可！！！！！！！！    

 ※ 労働保険とはこんな制度です。 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。 
  

 
※ 納めた労働保険料（労災保険料・雇用保険料）の使い道は・・・・ 

 
労働保険事務組合が処理する労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。 

• 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務 
• 保険関係成⽴届、任意加⼊の申請、雇⽤保険の事業所設置届の提出等に関する事務 
• 労災保険の特別加入（事業主労災・一人親方労災）の申請等に関する事務 
• 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 
• その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務  

労働保険事務組合に事務委託するメリット 
その１）事務処理の負担が軽減されます。 
その２）労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を３回に分割できます。 
  ※ 事務委託する事により希望者は労働保険料が銀行引落しによる納付も可能（中小事

業主のみ）となります。 
その３）事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます（通常は加入できません）。 

 その４）組合員である限り、事務手数料は無料！！ 
     但し、組合への資料郵送料・保険料の振込手数料等は事業主負担となります。 
既に労働保険に加入されている方（個別・事務委託）・新規加入を検討中の方、それぞれの方々
に対応しております。まずは組合本部事務局までお問合せ下さい。  

問い合わせ先 ０６-６７６２-９６１３ 

 
 


